
３．①児童生徒等の同居家族等が濃厚接触者として特定された場合の取扱い詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PCR 検査を 

受ける 
受けない 

検査結果が 

児童生徒及び同居家族が 

濃厚接触者に特定

された日の翌日か

ら 7 日間程度出席

停止とする 

 

中部厚生セン

ターの指示に

従う。 

※通知1.2①②

の取扱い 

陽性 陰性 

中部厚生センタ

ーの指示に従う 

※通知 1.2①②

の取扱い 

 

登校してよい 

ただし、中部厚生センタ

ーから別途指示があれば

それに従う 

発熱や倦怠感、

喉の違和感など

風邪症状等のあ

る家族等がいる 

全員無症状 

児童・生徒は 

登校してよい 

県立高校と同様の取

扱いとなる 

小学生 中学生 

 


